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【文化構想学部・文学部対象】 

2024年２月改訂 

退学手続きについて（任意退学） 

文学学術院事務所 

 

「任意に退学しようとする者は、理由を付し、保護者等と連署で願い出なければならない。」と早稲田大学学則・

早稲田大学大学院学則で定められています。退学を希望する場合、以下の要領に従い、全ページをよくご確認の上手

続きを行ってください。 

 

◆退学手続きの流れ 

 

１、退学申請および学生証の提出 

 

所定の「退学願」に必要事項を記入し、そのスキャンデータまたは画像データを学部 webサイトからアップロードし

て申請してください。あわせて、持参または郵送にて、文学学術院事務所に学生証を提出してください。 

○「退学願」、「退学申請リンク」掲載場所： 

文化構想学部/文学部 HP ＞ 在学生の方へ ＞ 学生サポート・休学/退学手続等 ＞ 退学・再入学 

 

 ＜退学願記入上の注意＞ 

 ※本人と保護者等がそれぞれ署名、押印したもののスキャンデータまたは画像データを添付してください。 

学生と保護者等は別の印鑑を使用する必要があります。また、記載事項に関して大学から保護者等に確認をす

る場合があります。 

なお、保護者等としての署名、押印は、必ず大学に保護者として登録している方に依頼してください。違う方

が署名している場合、申請不備となります（父親が保護者として登録されているが、退学願は母親が署名してい

る場合等）。登録状況は、以下から確認できます。 

MyWaseda「ホーム」左メニュー「個人情報照会・変更」→「学生基本情報変更」→「保証人等確認」 

※記載事項が全て明確に読み取れるデータを準備してください。 

  ※原則として面談は行いませんが、申請内容によっては、学生担当教務主任による面談（zoom）を実施すること

があります。面談を実施する場合は文学学術院事務所からご連絡します。 

※退学申請において不備があった場合、文学学術院事務所から連絡しますので、その際に指定される期日内（1

週間程度）に不備を解消してください。期日内に不備が解消されなかった場合、退学申請が取消となることがあ

りますのでご注意ください。 

 

【必要書類および学生証の提出期限】 

春学期：4月 14日まで（前年度 3月 31日付退学） 

秋学期：9月 30日まで（9月 20日付退学） 

※申請日時は、申請フォームにて退学申請が完了した時刻または学生証が文学学術院事務所に到着した日のいず 

れか遅い方の日時とします。 

※提出時期によっては学費が一旦徴収される場合があります。詳細は裏面「◆退学手続きに際しての注意事項」

の「２.学費等の請求について」をよくご確認ください。 
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※上記の期日を過ぎて退学を申請する場合、当該学期分の学費の納入が必要です。この場合、退学日付は退学願

提出日と当該学期末のいずれかを選択することが可能です。退学願提出時点で当該学期分の学費が未納の場合、

「学費未納による抹籍（措置退学）」の扱いとなります。 

 

２、教授会承認 

退学願および学生証を提出した日の直近の教授会にて審議し、問題がなければ退学を承認します。教授会での退学

承認は毎月 1回（8月、3月を除く）行います。 

 

３、退学許可通知の送付 

教授会にて承認後、退学許可通知を学生本人宛および保護者等宛に送付します。保護者等の登録住所が海外の場合

は、学生本人にのみ送付します。 

 

※次頁以降の注意事項も必ずご確認ください。  
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◆退学手続きに際しての注意事項（必ずお読みください） 

 

１、退学願提出期限、退学日、学費等について 

・学期の途中で退学する場合でも、所定の期日を過ぎるとその学期の学費等を納める必要があります（下表参照）。 

申請日 
春学期 秋学期 

4月 1日～4月 14日 4月 15日～9月 20日 9月 21日～9月 30日 10月 1日～3月 31日 

退学日 前年度 3月 31日付 申請日又は 9月 20日 9月 20日 申請日又は 3月 31日 

当該学期の学費等の取扱い 徴収しない 徴収する 徴収しない 徴収する 

・申請日とは、学部webサイトでの「退学申請」と「学生証の提出」の両方が完了した日のことです。 

・期限日が事務所閉室日にあたる場合は、その直前の開室日までに提出してください。 

・上表の「学費等を徴収しない」期間を過ぎて退学を申請された方のうち、退学願提出時点で当該学期分の学費等を

未納の場合は、「学費未納による抹籍（措置退学）」の扱いとなります。 

 

２、学費等の請求について 

退学願の提出時期によっては、学費口座振替処理日程の関係で、一旦学費等が徴収される場合があります。前項の

表において、申請日が「学費等を徴収しない」日付の場合は、後日返金を行います（１か月程度かかります）。 

申請日が「学費等を徴収する」日付の場合、一切返金いたしませんのでご注意願います。 

※口座振替は本学から差し止めることができませんので、振替の停止が必要な場合は登録口座の金融機関にお申

し出ください。 

※教授会での退学承認は毎月 1 回（８月、３月を除く）ですので、退学願を提出された時期によっては承認まで

に１か月以上かかることがあります。 

 

３、再入学について 

任意退学、および学費未納により措置退学となった退学者が再入学を願い出た場合、成業の見込みがあると判断さ

れた場合に限り再入学が許可されることがあります。希望者は以下の期限までに、再入学希望の申し出、学生担当

教務主任との面談、再入学願の提出を完了する必要がありますので、再入学を希望する場合は早めに文学学術院事

務所にご連絡ください。 

 

再入学学期 期限 

春学期（4月 1日付）再入学 前年の 12月 27日まで 

秋学期（9月 21日付）再入学 当該年度の 6月 30日まで 

 

※期日が事務所閉室日にあたる場合はその直前の開室日までにご連絡ください。 

※再入学は１度限りとします。 

※退学日の属する学期の翌学期に再入学をすることはできません。 

※再入学が認められる期限は、退学した年度の翌年度から起算して 7年です。 

※再入学は退学時の成績・在学年数等が引き継がれます。 

※在学年数満了・未進級期間満了で措置退学となった場合、再入学はできません。 
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４、奨学金について 

・当年度に学内奨学金・民間団体奨学金の給付を受けている場合、受給資格がなくなり、奨学金の返還が必要な場

合があります。速やかに奨学課へ届出てください。 

 

・日本学生支援機構奨学金の貸与を受けている場合、異動届を提出する必要があります。奨学課 Web サイト

（https://www.waseda.jp/inst/scholarship/aid/jasso/procedures/）から所定書式をダウンロードし、必要事項

を記入のうえ、速やかに奨学課に提出してください。 

奨学課（学生会館 1階）直通番号：03-3203-9701  

 

５、退学許可通知について 

教授会にて承認後、退学許可通知を学生本人宛および保護者等宛に送付します。保護者等の登録住所が海外の場合

は、学生本人にのみ送付します。 

 

６、退学の取消について 

承認された退学は取り消すことができません。 

 

 

以 上 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

早稲田大学文学学術院事務所 学籍担当 

TEL:03-3203-4381 

お問い合わせメールフォーム： 

学部 Webサイト ＞ お問い合わせ ＞ お問い合わせフォーム 

https://www.waseda.jp/inst/scholarship/aid/jasso/procedures/

